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個
人
献
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係
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税
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上
の
優
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置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
個
人
が
行
う
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
う
ち
、
現
行
法
上
、
国
会
議
員
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
並
び
に
指

定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
後
援
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
所
得
控
除
の
対
象
と
な
る
一
方
、
指
定
都
市
以
外

の
市
及
び
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
後
援
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
所
得
控
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
五
月
七
日
の
衆
議
院
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
に
お
け
る
土
屋
自
治
省

行
政
局
選
挙
部
長
答
弁
、
平
成
五
年
十
月
十
八
日
の
衆
議
院
政
治
改
革
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
に
お
け
る
佐
野
自
治
省

行
政
局
選
挙
部
長
答
弁
等
に
お
い
て
、
寄
附
の
相
手
方
の
政
治
活
動
の
広
域
性
や
、
税
務
当
局
の
処
理
能
力
と
の
兼
ね
合
い

で
の
適
正
な
税
務
執
行
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
所
得
控
除
の
対
象
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る

が
、
現
在
も
そ
の
対
象
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
様
の
観
点
に
よ
る
も
の
と
の
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。 

二 

平
成
の
大
合
併
で
多
く
の
市
町
村
の
区
域
が
広
が
り
、
ま
た
、
社
会
情
勢
の
変
化
か
ら
市
町
村
の
果
た
す
べ
き
役
割
も
大

き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
政
治
活
動
の
広
域
性
と
い
う
観
点
で
、
指
定
都
市
と
そ
れ
以
外
の
市
及
び

町
村
と
を
区
別
す
る
合
理
性
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
昭
和
五
十
三
年
に
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
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後
援
団
体
へ
の
寄
附
が
所
得
控
除
の
対
象
に
追
加
さ
れ
た
際
に
は
、
都
道
府
県
か
ら
指
定
都
市
に
相
当
の
権
限
が
移
譲
さ
れ

て
い
る
こ
と
等
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
平
成
十
二
年
の
地
方
分
権
改
革
以
降
、
国
と
地
方
公
共
団
体
が
対
等
の

関
係
と
な
り
、
多
く
の
権
限
が
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
移
譲
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
指
定
都
市
以
外
の
市
及

び
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
後
援
団
体
へ
の
寄
附
に
つ
い
て
も
、
所
得
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
合
理
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

平
成
の
大
合
併
等
に
よ
り
、
所
得
控
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
指
定
都
市
以
外
の
市
及
び
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長

の
数
が
約
六
万
人
か
ら
約
三
万
人
と
半
減
し
、
税
務
当
局
の
処
理
能
力
を
超
え
る
ほ
ど
対
象
範
囲
が
広
汎
に
過
ぎ
る
と
は
考

え
づ
ら
く
な
っ
た
と
も
思
え
る
た
め
、
適
正
な
税
務
執
行
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
対
象
範
囲
を
限
定
す
る
必
要
性
が
、
現

在
も
な
お
あ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

国
民
に
と
っ
て
最
も
身
近
で
あ
る
市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
後
援
団
体
へ
の
寄
附
を
、
国
会
議
員
等
の
後
援
団
体

へ
の
寄
附
と
同
様
に
所
得
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
個
人
に
よ
る
寄
附
を
後
押
し
し
、
し
が
ら
み
の
な
い
政
治
の
実
現

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
行
制
度
を
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 
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る
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